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【公報種別】特許法第１７条の２の規定による補正の掲載
【部門区分】第３部門第３区分
【発行日】平成20年9月4日(2008.9.4)

【公表番号】特表2004-518772(P2004-518772A)
【公表日】平成16年6月24日(2004.6.24)
【年通号数】公開・登録公報2004-024
【出願番号】特願2002-519575(P2002-519575)
【国際特許分類】
   Ｃ０９Ｄ 175/04     (2006.01)
   Ｂ０５Ｄ   7/14     (2006.01)
   Ｂ０５Ｄ   7/24     (2006.01)
   Ｃ０９Ｄ 133/00     (2006.01)
【ＦＩ】
   Ｃ０９Ｄ 175/04    　　　　
   Ｂ０５Ｄ   7/14    　　　Ｌ
   Ｂ０５Ｄ   7/24    ３０２Ｔ
   Ｃ０９Ｄ 133/00    　　　　

【手続補正書】
【提出日】平成20年7月9日(2008.7.9)
【手続補正１】
【補正対象書類名】明細書
【補正対象項目名】特許請求の範囲
【補正方法】変更
【補正の内容】
【特許請求の範囲】
　【請求項１】　ポリイソシアネート化合物、ヒドロキシル官能性皮膜形成性ポリマーお
よび分岐状不揮発性一価アルコールを含み、該ヒドロキシル官能性皮膜形成性ポリマーが
アクリルポリオールであるところのコーティング組成物。
　【請求項２】　希釈剤をさらに含む、請求項１記載のコーティング組成物。
　【請求項３】　一価アルコールが少なくとも平均１２個の炭素を有する、請求項１記載
のコーティング組成物。
　【請求項４】　一価アルコールが少なくとも平均１６個の炭素を有する、請求項１記載
のコーティング組成物。
　【請求項５】　一価アルコールがゲルベアルコールである、請求項１記載のコーティン
グ組成物。
　【請求項６】　一価アルコールと固体アクリルポリオールとの重量比が１：９９～５０
：５０である、請求項１記載のコーティング組成物。
　【請求項７】　重量比が５：９５～２５：７５である、請求項６記載のコーティング組
成物。
　【請求項８】　ヒドロキシル官能性皮膜形成性ポリマーが２５℃より高いＴｇを有する
、請求項１記載のコーティング組成物。
　【請求項９】　Ｔｇが４０℃より高い、請求項８記載のコーティング組成物。
　【請求項１０】　分岐状不揮発性一価アルコールが脂肪族である、請求項１記載のコー
ティング組成物。
　【請求項１１】　ヒドロキシル官能性皮膜形成性ポリマーが、分岐状不揮発性一価アル
コールの存在下で製造される、請求項１記載のコーティング組成物。
　【請求項１２】　ポリイソシアネート成分およびヒドロキシル官能性成分を含む多成分
系コーティング組成物において、ヒドロキシル官能性成分が、ヒドロキシル官能性皮膜形
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成性ポリマーに加えて、分岐状不揮発性一価アルコールをも含み、該ヒドロキシル官能性
皮膜形成性ポリマーがアクリルポリオールであるところの多成分系コーティング組成物。
　【請求項１３】　第三成分をさらに含み、該第三成分が希釈剤である、請求項１２記載
の多成分系コーティング組成物。
　【請求項１４】　一価アルコールが少なくとも平均１２個の炭素を有する、請求項１２
記載の多成分系コーティング組成物。
　【請求項１５】　一価アルコールが少なくとも平均１６個の炭素を有する、請求項１２
記載の多成分系コーティング組成物。
　【請求項１６】　一価アルコールがゲルベアルコールである、請求項１２記載の多成分
系コーティング組成物。
　【請求項１７】　一価アルコールと固体アクリルポリオールとの重量比が１：９９～５
０：５０である、請求項１２記載の多成分系コーティング組成物。
　【請求項１８】　重量比が５：９５～２５：７５である、請求項１７記載の多成分系コ
ーティング組成物。
　【請求項１９】　ヒドロキシル官能性皮膜形成性ポリマーが２５℃より高いＴｇを有す
る、請求項１２記載の多成分系コーティング組成物。
　【請求項２０】　Ｔｇが４０℃より高い、請求項１９記載の多成分系コーティング組成
物。
　【請求項２１】　分岐状不揮発性一価アルコールが脂肪族である、請求項１２記載の多
成分系コーティング組成物。
　【請求項２２】　ヒドロキシル官能性皮膜形成性ポリマーが、分岐状不揮発性一価アル
コールの存在下で製造される、請求項１２記載の多成分系コーティング組成物。
　【請求項２３】　請求項１記載のコーティング組成物を自動車に施与することを含む、
自動車を再上塗りする方法。
　【請求項２４】　請求項１２記載の多成分系コーティング組成物を自動車に施与するこ
とを含む、自動車を再上塗りする方法。
　【請求項２５】　請求項１記載のコーティング組成物を含むクリアコート組成物。
　【請求項２６】　請求項１２記載のコーティング組成物を含むクリアコート組成物。
　【請求項２７】　（ａ）ベースコート組成物を基体に施与すること、（ｂ）請求項２５
記載のクリアコート組成物をベースコートの上に施与し、そして該多層コーティングを硬
化することを含む、多層コーティングの製造法。
　【請求項２８】　（ａ）ベースコート組成物を、所望によりコーティングされた基体に
施与すること、（ｂ）所望によりベースコートを硬化すること、（ｃ）請求項２６記載の
クリアコート組成物をベースコートの上に施与し、そして該多層コーティングを硬化する
ことを含む、多層コーティングの製造法。
　【請求項２９】　工程（ａ）のベースコートを施与することの前に、基体がコーティン
グされる、請求項２７記載の方法。
　【請求項３０】　工程（ｃ）においてクリアコートを施与する前に、工程（ａ）で施与
されたベースコートを硬化する工程をさらに含む、請求項２８記載の方法。
【手続補正２】
【補正対象書類名】明細書
【補正対象項目名】０００６
【補正方法】変更
【補正の内容】
　　【０００６】
　【課題を解決するための手段】
　本発明は、ポリイソシアネート化合物、ヒドロキシル官能性皮膜形成性ポリマー、およ
び不揮発性分岐状一価アルコールを含み、ヒドロキシル官能性皮膜形成性ポリマーがアク
リルポリオールであるところのむコーティング組成物に関する。脂肪族分岐状一価アルコ
ールが好ましい。
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【手続補正３】
【補正対象書類名】明細書
【補正対象項目名】０００７
【補正方法】変更
【補正の内容】
【０００７】
　本発明は、多成分系コーティング組成物にも関する。好ましくは、上記多成分系コーテ
ィング組成物は、ポリイソシアネート成分およびヒドロキシル官能性成分を含む２成分系
コーティング組成物であり、ここでヒドロキシル官能性成分は、ヒドロキシル官能性皮膜
形成性ポリマーに加えて、不揮発性分岐状一価アルコールをも含み、ヒドロキシル官能性
皮膜形成性ポリマーがアクリルポリオールである。不揮発性分岐状一価アルコールは、ヒ
ドロキシル官能性皮膜形成性ポリマーと混合され、またはヒドロキシル官能性皮膜形成性
ポリマーの製造中に添加され得る。
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